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浚渫工事施工エリア

福島県小名浜港港内において、航路・泊地浚渫工事に伴い暫定航路となる水域がございます。
工事中は、周囲に十分注意し安全第一で作業を行いますが、船舶航行の際はご注意ください。

作業期間 平成27年9月7日～平成28年3月25日
発注者 国土交通省東北地方整備局
施工者 東亜・大本特定建設工事共同企業体

小名浜港東港地区航路・泊地（－１８ｍ）浚渫工事による暫定航路のお知らせ

5号ふ頭地区 6号ふ頭地区

一
般
航
行
船
舶
通
行
帯
（
暫
定
航
路
）

立上零号②

250

ｽﾃｯﾌﾟ③

ｽﾃｯﾌﾟ④

陸上排砂管

ポンプ浚渫船

フロータ管
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海底管
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取水施設 10
m

10
m

緑色灯浮標　設置位置②

緑色灯浮標　設置位置①

立上零号①

作業区域において、ポンプ浚渫船によ
り24時間体制で、浚渫工事を行います。

各ステップ毎に、それぞれの位置・航
路幅・水深の一般航行船舶通行帯（暫
定航路）が設定されます。

なお、一般航行船舶通行帯（暫定航
路）を航行できない大型船の航行や大
型船回頭等、船舶の航行に支障がある
場合は、ポンプ浚渫船及びフローター管
の待避を行います。

お問い合わせ先：国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 ℡0246-53-7102
東亜・大本特定建設工事共同企業体 ℡0246-38-3791



平成28年　3月　7日　改定③

小名浜港浚渫工事区域航行に際してのお知らせ（施工ｽﾃｯﾌﾟ②）改定③

西
防
波
堤
(第

一
)

Ｎ

立上零号②

ポンプ浚渫船

待避しません

フロータ管

L=460m
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取水施設
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東港埋立地内

緑色灯浮標　②

黄色灯浮標（イ）

黄色灯浮標（ア）

東港埋立地内
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対象船舶：喫水8.1m以下の船舶　

航路条件：132m,水深8.9m
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作業位置
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待避保持ライン

緑色灯浮標　②

黄色灯浮標（イ）

黄色灯浮標（ア）

東港埋立地内
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160

暫定航路①

全長160mを越える船舶は、　

行き会い航行禁止　

66
m

対象船舶：喫水8.1mを越える船舶

航路条件：160m,水深10m

7号ふ頭地区

ポンプ浚渫船

待避保持ﾗｲﾝ内に待避

直径 364m

直径 434m
6号ふ頭回頭円

5号ふ頭回頭円

ポンプ浚渫船

待避保持ﾗｲﾝ内に待避
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ポンプ浚渫船

作業位置

フロータ管
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東港埋立地内
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● 小名浜港東港地区航路・泊地（－１８ｍ）の浚渫工事及び土捨工事他を次のとおり実施します。

・浚渫工事は、待避保持ラインの５号ふ頭側の施工ステップ②区域（黄色区域）をポンプ浚渫船により実施します。

・浚渫した土砂は、フロータ管を経由し、東港埋立地内に揚土します。

● 浚渫工事時には、以下の通航形態にてご理解を頂き、ご協力をお願い致します。

■ 改定内容：荒天等の影響により浚渫作業が遅延したため、作業期間を３月１０日から３月２３日に延長します。

ステップ② 作業期間延長 （予定） 平成２７年 １２月 ７日 ～平成２８年 ３月 ２３日

・・大型船の５号ふ頭、６号ふ頭回頭円使用時は、ポンプ浚渫

船は待避保持ライン内に待避します。
★バース会議にて打合せをお願いします。

・・暫定航路②（航路幅１３２ｍ、水深８．９ｍ）で航行可能な船舶につ

いては、ポンプ浚渫船は待避を行いません。暫定航路②の航行をお

願いします。

■作業の実施と船舶航行等の留意点
●浚渫作業時は、ＶＨＦ無線を搭載した警戒船２隻を配置します。

●待避保持ラインの明示として、黄色灯浮標（ア）、（イ）（同期点滅）の

設置、左舷標識として緑色灯浮標②の設置を行います。

●フロータ管には、１８m間隔に標識灯（同期点滅）、レーダー反射版を

設置し、全線にＬＥＤチューブライトの設置を行います。

★暫定航路①を航行する貨物船等の大型船舶は、バース会議

にて入出港時間、船舶喫水等の打合せをお願いします。
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ﾌﾛｰﾄ
φ500

ｽﾃｯﾌﾟ②施工位置 地点 緯度（Ｎ） 経度（Ｅ）

S2-① 36°55’　33.4” 140°53’　24.9”

S2-② 36°55’　37.7” 140°53’　16.3”
S2-③ 36°55’　44.3” 140°53’　  9.5”
S2-④ 36°55’　55.6” 140°53’　18.3”
S2-⑤ 36°56’  　2.5” 140°53’　30.6”
S2-⑥ 36°55’  56.4” 140°53’　42.7”

黄色灯浮標（ア） 36°55’　36.5” 140°53’　15.3”
黄色灯浮標（イ） 36°56’ 　 3.8” 140°53’　36.6”
緑色灯浮標 ② 36°56’ 　 5.7” 140°53’　27.0”

・・暫定航路②で航行不可能な大型船等は、暫定航路①の航行をお

願いします。その場合、浚渫船は待避します。

★バース会議にて打合せをお願いします。

5号，6号ふ頭入出港船の回頭について

暫定航路②について 暫定航路①について


